
事 務 連 絡 

平成２２年３月３１日 

各府省等担当官 殿 

 

内閣府官民競争入札等監理委員会事務局 

 

官民競争入札及び民間競争入札の実施要項案の作成 

及び審議の進め方について 
 

平素より公共サービス改革の推進につきましては、御協力をいただきありがとう

ございます。 

公共サービス改革法施行から３年の間に、官民競争入札等監理委員会の審議を経

て作成された官民競争入札及び民間競争入札の実施要項は８７件にのぼり、今後、

官民競争入札等監理委員会では、新規案件に加え、既実施事業の実績評価と事業を

継続する際の実施要項の審議も増える見込みとなっています。また、官民競争入札

等監理委員会による審議や事務局の準備作業の中で、実施要項案に法律面や会計面

等からの課題が見受けられ、実施要項案の検討・審査体制の強化といった点も求め

られているところです。 

以上を踏まえて、各府省等が自ら実施要項を作成することを念頭に、実施要項の

審査の効率化等のために、実施要項案の作成や審議の標準的な進め方等について、

下記のとおり定めるとともに、実施要項指針（別添１）、情報開示指針（別添２）

及び実施要項案のチェックリスト（別添３）を改定いたしましたので、今後の実施

要項作成等において適用していただきますようお願いいたします。 

 また、各府省におかれましては、所管されます独立行政法人等に対しても、本事

務連絡について周知されますようお願いいたします。 

 

記 
 

1． 実施要項案の作成に当たっての実施府省等における留意点 

（1） 実施要項指針及び情報開示指針（官民競争入札の場合は、入札額の調整指

針を含む）に留意の上、実施要項案を作成する。その際には、なるべく直近

の類似事業の事例を参考にすること。 

（2） 会計法令に基づく入札手続の審査や法令・文書審査など、チェック体制の

強化を図る観点から、実施府省等内の会計課、総務課、文書課、政策評価担

当部局等の関係部局による審査は、原則として、事務局に実施要項案を提出

する前に行うこと。 

（3） 委託費の支払い方法や損害賠償等の契約上の問題点について、弁護士等の

専門家の意見を聴く必要がある場合には、事前に相談し、その内容を実施要

項案に反映させておくこと。 

（4） 実施要項案の作成は各実施府省等が行うことを前提に、基本的なチェック

ポイントを定める「実施要項案のチェックリスト」を実施府省等が活用し、

確認事項について記入して事務局に提出すること。 



（5） 事務局への実施要項案の提出時期については、入札のスケジュール、入札

監理小委員会での審議スケジュール等を踏まえ、十分余裕のある時期となる

よう事務局と調整し、また、事務局への提出期限に間に合うように実施要項

案を作成すること。 

（6） 事務局が実施府省等で十分な審査が行なわれていないと判断し、実施府省

等の局長レベルの出席、実施府省の会計課長、政策評価担当課長等のとりま

とめ課の課長、（独立行政法人の場合）指導監督する官庁の担当課長の出席を

求める場合、それへの対応を行なうこと。 

 

2． 事務局の準備作業 

（1） 入札監理小委員会までに、実施府省等が事務局に提出する「実施要項案の

チェックリスト」を基に実施府省等が実施要項案のチェックを行ったことを

確認する。 

（2） 事務局は、対象業務等の公共サービス改革基本方針との整合性や競争制限

的な内容の有無等について、以下の項目のうち、特に論点となるものを実施

府省等に指摘する。 

ア 実施府省等が事業実施者に要求する対象業務の内容とその水準 

イ 委託費の支払いにおけるインセンティブ等の設定 

ウ 入札参加資格（参入障壁） 

エ 企画書の評価項目、評価方法等 

オ 対象業務に係る経費(委託費の明細等)及び業務内容についての情報開示 

カ その他 

（3） 事務局より実施府省等に対して指摘した事項及びそれに対して実施府省等

が異論を唱えている事項等について、入札監理小委員会への説明のために論

点を整理する。 

 

3． 入札監理小委員会での審議 

（1） 入札監理小委員会での審議は、新規案件については原則２回、継続案件に

ついては原則１回とする。 

（2） 実績評価案の評価の審議に当たっては、あらかじめ十分な調査・分析を行

っておくこととし、審議の効率化に努めることとする。 

（3） 継続案件の実施要項案の審議に当たっては、原則として、入札監理小委員

会での審議前にパブリックコメントを行うなど、審議の効率化に努めること

とする。 

（注）事業の実施状況等が特に問題のない案件については、実績評価案と次

期事業の実施要項案の審議を同日に行うことも考えられる。 

 

4． 監理委員会への付議 

（1） 入札監理小委員会での審議結果の報告を行い、本委員会の了承を経ること

とする。 

（2） 報告の方法については、類似案件をまとめるなど、効率化を図ることとす

る。 



実施要項作成～落札者決定までの一般的な流れ（新たに事業を行う場合）

事
務
局
に
て
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
と
案
を
確
認
。
必

 

要
に
応
じ
て
協
議
。

実
施
府
省
等
に
お
い
て
案
の
公
表

・
意
見
募
集
を
実
施
（
２
週
間
程
度
）

実
施
府
省
等
に
お
い
て
意
見
募
集
の
結
果
を
踏
ま

 

え
た
修
正
案
を
作
成
し
て
、
事
務
局
に
提
出

実
施
府
省
等
が
実
施
要
項
案
を
作
成
し
、
「
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」

 

と
と
も
に
官
民
競
争
入
札
等
監
理
委
員
会
事
務
局
に
提
出

入
札
監
理
小
委
員
会
に
て
審
議
（
１
回
目
）

了

 
承

実
施
府
省
等
に
お
い

 

て
修
正
案
の
作
成

事
務
局
に
て
修
正
案
を
確
認
。
必
要
に
応
じ
て
の

 

協
議
。

入
札
監
理
小
委
員
会
に
て
審
議
（
２
回
目
）

官
民
競
争
入
札
等
監
理
委
員
会
本
委
員
会
に
て
審

 

議

了

 
承

実
施
府
省
等
に
お
い
て
入
札
公
告
（W

TO

政
府
調
達
協
定
等

に
該
当

 

す
る
場
合
に
は
、
入
札
公
告
か
ら
企
画
書
提
出
ま
で
50
日
以
上
必
要
）

企
画
書
提
出
後
、
警
察
庁
に
対
し
て
暴
力
団
排
除
に
関
す
る
欠
格
事
由

 

該
当
性
に
つ
い
て
照
会
（
30
日
程
度
）

検
討
す
べ
き
点
が

多
い
場
合

落
札
者
決
定



事業の評価～次期事業の実施要項作成までの一般的な流れ（事業を継続する場合）
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